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各
種
届
け
出

持参物・添付書類など出生届
生まれた子の父母など
届け出人の現在地（住所地）、
本籍地、出生地

生まれた日を含め14日以内
届け出人
届け出地

●出生届書
●届け出人の印鑑
●母子健康手帳
※届け出人の欄には父または
　母の署名・押印が必要です。

離婚届
夫・妻
届け出人の現在地（住所地）、
本籍地

届け出人
届け出地

持参物・添付書類など

※協議離婚の場合
●離婚届書
●戸籍謄本（本籍地が市外の人のみ）
●夫妻の印鑑（婚姻中の姓のもの）
●届け出人の本人確認ができる書類

届け出の日から効力を生じる

届け出の日から効力を生じる
婚姻届

夫・妻になる人届け出人
届け出地

持参物・添付書類など

夫妻の現在地（住所地）、
本籍地

●婚姻届書
●戸籍謄本（本籍地が市外の人のみ）
●夫妻（婚姻前の姓）の印鑑
●届け出人の本人確認ができる書類
●未成年の場合は父母の同意書

死亡届
親族、同居人など
届け出人の現在地（住所地）、
死亡者の本籍地、死亡地

●死亡届書
●届け出人の印鑑
●火葬使用料
　（市内で火葬を希望する場合）

届け出人
届け出地

持参物・添付書類など

死亡したことを知った日から7日以内

転入届
住み始めた日から14日以内

本人、同一世帯の人、
代理人（委任状が必要）

転出届
●印鑑
●届け出人の本人確認が
　できる書類

本人、同一世帯の人、
代理人（委任状が必要）

届け出人

市役所、各支所・出張所届け出地

●転出証明書　●印鑑
●届け出人の本人確認ができる書類
●外国籍の人は在留カード
　または特別永住者証明書
●世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード

転出する前、転出した日から14日以内
届け出人

市役所、各支所・出張所届け出地

本人、同一世帯の人、
代理人（委任状が必要）

届け出人

市役所、各支所・出張所届け出地

転居届
市内で住所が変わった日から14日以内 ●印鑑

●届け出人の本人確認ができる書類
●外国籍の人は在留カード
　または特別永住者証明書
●世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード

持参物・添付書類など

持参物・添付書類など

持参物・添付書類など

戸籍の届け出
問 市民課　☎082-420-0915

住民登録の届け出
問 市民課　☎082-420-0925

印鑑登録
問 市民課　☎082-420-0925

誰でも登録できるの？

　満15歳以上で住民登録をされている人が、1人につき1本
だけ登録できます。成年被後見人の場合はお問い合わせくだ
さい。転出すると失効します。

届け出・手続き さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
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転入者の方に 関連情報 スマートフォン

各
種
証
明
書

各種証明書
問 　市民課　☎082-420-0925　　市民税課　☎082-420-0910

 資産税課　☎082-420-0911　　　収納課　☎082-420-0912

窓口では、個人情報の保護を徹底するため、交付申請時に本人確認を実施しています。
ご理解とご協力をお願いします。

本人確認書類一覧表（ 有効期限内で住所が記載されているものは住所などが最新の情報に書き換え
てあるものに限ります）

分類1（写真付） 分類2 分類3

証明書類の名称
●運転免許証　　　●旅券（パスポート）
● 国または地方公共団体の機関が発行した免許証
など（写真付き）　●住基カード（写真付き）
●マイナンバー（個人番号）カード

●各健康保険被保険者証
●国民年金手帳
●年金証書

●学生証
●法人発行の身分証明書

戸籍関係 上記の内1点で確認 上記の内2点以上で確認 上記の証明書のみでは不可。
分類2との組み合わせで確認

住民票関係 分類1、分類2、分類3の中から1点
税関係 18ページをご覧ください。

戸籍・住民票関係の発行

税関係の証明書の発行 ※東広島市で課税されている人のみ

証明書の種類
手数料

（令和2年4月
1日改定）

申請に必要なもの・注意事項

戸籍全部事項証明・個人事項証明（戸籍謄本・抄本） 450円
※本籍地の市区町村で発行します。
●本人、配偶者、直系親族の場合　・本人確認書類
●上記以外の場合　・代理人の本人確認書類　・委任状

除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
身分証明書 300円
戸籍届出受理証明書 350円 本市で戸籍の届け出を行った場合に発行できます。

住民票の写し 300円
※住所地の市区町村で発行します。
●本人、同一世帯員の場合　・本人確認書類
●上記以外の場合　・代理人の本人確認書類　・委任状

住民票記載事項証明書 300円 ※住所地の市区町村で発行します。

住民票の写し（広域交付） 300円
※住所地が市外の場合です。
※ 本人または同一世帯員に限り、住民票（本籍を省略したもの）
を発行します。
●本人確認書類（分類1）

印鑑登録証明書 300円 印鑑登録証カードと本人確認書類が必要です。

証明書の
種類 内容 区分

手数料
（令和2年4
月1日改定）

市民課 支所・
出張所 市民税課 資産税課 収納課

市県民税 市県民税課税台帳記載事項証明
（所得証明） 1人・1枚につき 300円 ○ ○ ○ － －

固定資産税

固定資産課税台帳登録事項証明 5筆・5棟につき 300円 － ○ － ○ －
固定資産課税台帳（名寄帳）の写し 1枚につき 300円 － ○ － ○ －
地籍図（公図）・地番参考図の写し 1枚につき 300円 － ○ － ○ －
住宅用家屋証明 1件につき 1,300円 － ○ － ○ －

納税
納税証明 1人・1年度・1税目に

つき 300円 ○ ○ － － ○

納税証明（滞納のない証明） 1人につき 300円 － ○ － － ○
納税証明（軽自動車継続検査用） － 無料 ○ ○ － － ○
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